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第５章 広域連携活動内容 

 

５．１ 広域連携活動の基本的な考え方 

 広域連携活動は、活動に必要なリソースの捉え方によって３つに活動を分類することができる。こ

れらの分類別の特性を踏まえ、活動の基本的な考え方を設定した。 

■広域連携活動の分類 

活動Ａ 広域連携活動の基本となるリソースを提供するもの（必須の活動内容） 

○都城市の活動リソースが不足するために、それを補完することが必須の活動内容、若しくは都

城市の後方支援活動との各種連携上、リソース提供が不可欠な活動内容が対象。 

○前者については“沿岸部３市の行政回復のための人的支援”が、後者については後方支援活動

対策本部や支援活動連絡調整所との連絡･調整のための“支援班（仮称）の設置（職員の充当）”

が該当する。 

○これらの活動については、必須の活動内容とし、各市町の地域防災計画に分掌事務を位置づけ

ることを基本とする。 

 

活動Ｂ 都城市が主体的に活動するもので、関係市町は活動の補完・強化のためリソースを提供するもの 

○沿岸部３市の不足量（支援必要量）が必ずしも明確ではないが、おおむね都城市のリソースで

後方支援を充足できると考えられる活動内容が対象。 

○避難者の受入・支援、炊き出し活動、給水活動に加え、支援隊やボランティアの受入・支援、

これらに付帯する宿泊・入浴サービス、また、し尿・ゴミの受入・処分が該当する。 

○これらの活動については、想定外に備えてあらかじめ準備しておく必要があり、可能な限り該

当施設を特定するとともに、当該施設に派遣・充当することが望ましい職員数を想定しておく。 

○なお、物的リソースについては、原則、保有するものを最大限活用することが基本となる（若

しくは各市町の災害対策の考え方に準拠する）。 

 

活動Ｃ 自らの災害対策に支障がない場合においてリソースを提供するもの 

○関係市町の住民の生命に直接的に係る活動内容であり、国や県等の他者が主体的に実施する活

動内容が対象。 

○救出救助・消火活動（消防本部等）、救援物資の提供（国・県）、医療救護活動（医師会等）、

保健衛生活動（医師会、保健所等）が該当する。 

○これらの活動については、各主体が保有するリソースを最大限に活用し、実施することが基本

となる。 

 

５．２ 広域連携活動の連携・分担の方向 

 上記の基本的な考え方、都城市の支援可能量を踏まえ、現時点で考えられるリソース別の連携・分

担の方向、市町における広域連携活動の方向のイメージを整理した。 

 なお、沿岸部３市の支援必要量や都城市の支援可能量等の基礎資料は巻末に付した（付属資料-5,6

参照）。 
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■図表 5.2.1 活動に必要なリソース別の連携・分担の方向 

分 
類 

活動内容 
活動に必要なリソース別の連携・分担の方向 

タイプ 
場所・施設 人的 物的 

A 1-(1)後方支援活動対策本
部の設置(廃止)・運営 

○各市町の災害対策本部内に支援班を設置
し、事務スペースを確保する。 

○各市町ともに支援班に職員１名を充
当する。 

－ 
（自市町の災害対策の考え方に準拠） 

Ⅰ 

1-(1)沿岸部３市への人的
支援（行政機能回復支援） 

－ 
（沿岸部３市） 

○都城市派遣職員で不足する職員数
を各市町で分担して派遣する。 

○各市町ともに派遣職員の生活等に
必要な物品等を確保する。 

Ⅰ 

B 2-(1)避難者の受入・避難
所運営 

○各市町とも指定避難所以外の公共施設をバ
ックアップ施設として想定する（特に宮崎市北
部から避難者を受け入れやすい国富町等）。 

○各市町ともに指定避難所を開設した
場合は必要な職員数を派遣する。 

－ 
（自市町の災害対策の考え方に準拠） 

Ⅰ 

2-(2)炊き出し活動 ○各市町ともにバックアップ施設としての避難所
を開設した場合は同所内で実施する。 

－ 
(避難所への派遣職員により対応） 

※保有するリソースを最大限活用し、
実施する。 

Ⅲ-2 

2-(4)仮設住宅の提供 ○各市町ともに仮設住宅建設予定地をバックア
ップ建設予定地として想定する。 

○各市町ともに整備・あっせんする場
合は、自市町に設置する支援班に
職員１名を充当する。 

－ 
（県による対応） 

Ⅲ-1 

3-(1)給水活動 ○各市町ともに浄水場を場バックアップ施設とし
て想定する。 

○各市町ともに施設利用時は必要な
職員を充当する。 

※保有するリソースを最大限活用し、
実施する。 

Ⅰ 

5-(1)遺体安置受入れ・遺
体の火葬受入れ 

○各市町ともに公共施設（屋内施設）等をバッ
クアップ施設として想定する（特にアクセスし
やすい国富町、三股町）。 

○各市町ともに施設の開設時に職員１
名を派遣する。 

－ 
（関係業者に要請） 

Ⅱ 

5-(3)し尿・ゴミ処理対策 ○各市町ともに当該施設をバックアップ施設とし
て想定する。 

○各市町ともに施設利用時は必要な
職員を充当する。 

※保有するリソースを最大限活用し、
実施する。 

Ⅱ 

6-(1)ボランティアの受入・
活動支援 

－ 
（災害ボランティアセンター山之口支所） 

○要請があった場合は各市町ともに職
員１名を派遣する。 － 

（自市町の災害対策の考え方に準拠） 

Ⅲ-1 

－ 
（受援側の災害ボランティアセンター本部） 

○余力がある場合は各市町ともに職員
を派遣する。 

6-(2)支援隊の受入・活動
支援 

○各市町の公共系宿泊施設等をバックアップ
施設として想定する。 

○各市町ともにバックアップ施設の開
設時に職員１名を派遣する。 

－ 
（支援隊自ら持参） 

Ⅰ 

6-(3)広域応援部隊の受
入・活動支援 

－ 
（都城市公設地方卸売市場） 

○各市町ともに進出拠点を開設した場
合は職員１名を派遣する。 

－ 
（給油については協定企業による） 

Ⅰ 

2-(3)宿泊サービス活動 ※支援隊の受入・支援と同様の考え方による Ⅲ-2 
2-(3)入浴支援 ※支援隊の受入・支援と同様の考え方による Ⅲ-2 

C 3-(1)物資の設置・運営 ※各市町の地域内物資輸送拠点に供給される物資のうち、各市町の被災者支援に支障がない場合において物資を供給する。 Ⅱ 
4-(1)救出救助・消火活動 ※自市町の災害対策活動に支障がない場合は、保有するリソースを最大限に活用し、実施する。 Ⅰ 
4-(2)医療救護活動 ○各市町の医療・救護活動に支障がない場合は、保有するリソースを最大限に活用し、実施する。 Ⅲ-1 
5-(2)防疫・保健衛生対策 ○各市町の保健・衛生活動に支障がない場合は、保有するリソースを最大限に活用し、実施する。 Ⅲ-1 

他 3-(1)輸送・送迎サービス活動 － 
（現時点では想定しない） 

－ 
（想定しない） 

－ 
（想定しない） 

Ⅲ-2 

3-(1)燃料確保・供給サービス － 
（協定企業による） 

－ 
（協定企業による） 

－ 
（協定企業による） 

Ⅲ-2 

※タイプⅠ：主体的活動（都城市が主体的に実施する活動）、タイプⅡ：要請対応型主体的活動（発災後、リソース不足等を理由に沿岸部３市から要請があった場合等に、都城市が主体的に実施す
る活動）、タイプⅢ-1：協力者支援型活動（都城市以外の他者が主体的に実施する活動を支援する活動）、タイプⅢ-2：付帯サービス型活動（上記のタイプに付帯して各種サービスを提供する活
動（他者に協力を要請し、その活動を支援するため、協力者支援型活動に位置づけられる）） 
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■図表 5.2.2 広域連携活動の方向 
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■図表 5.2.3 広域連携活動の全体イメージ ※付属資料－４参照（拡大版） 
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５．３ 広域連携活動の手続き 

 活動主体、関係する機関・部署、具体的活動内容等を踏まえ、広域連携活動の実施に当たっての手

続きを検討、整理した。 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

 

 

 

 

※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

■図表 5.3.1（1) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 内陸部市町 

 
都
府 
県 

 
 
 
 
 
 
 
市
町 

団
体
等 

現
場 
等 

 

備
考 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
 
市
町 

 
 
 
団
体
等 

 
現
場 
等 

 

備
考 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

災害対策本部 
（他自治体） 

協力依頼 2 

支援活動連絡調整所 
（都城市 新北消防署） 

職員派遣 職員派遣・参集 

支援要請 3 支援要請 1 

連絡調整員派遣 2 受入指示 
支援内容伝達 4 

5 4 

災害対策本部 
（各市町） 

災害対策本部 
（各市町） 

支援要請 3 支援要請 2 支援要請 1 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

3 

4 3 

災害対策本部地方支部 
（北諸県地方支部） 
（西諸県地方支部） 

災害対策本部地方支部 
（中部地方支部） 
(南那珂地方支部) 

県出先機関 

情報収集 
・伝達 

1 

情報収集 
・伝達 

2 

3 4 

5 

活動拠点・ 
被災現場等 

情報収集 
・伝達 

情報収集 
・伝達 

情報収集 
・伝達 

情報収集 
・伝達 

情報収集 
・伝達 

情報収集・伝達 

報道機関等 

活動拠点・ 
被災現場等 

情報提供・ 
記録活動 6 

1 情報収集・伝達 

4 情報提供・ 
記録活動 

放送要請 
6 

7 広報 

7 広報 

1-1後方支援活動対策本部の設置・運営と行政支援 

1-2情報収集・伝達と広報活動 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

 

 

 

※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

■図表 5.3.1（2) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

開設要請 

避難所 
(施設管理者) 

 

災害対策本部 
（宮崎県） 

災害対策本部 
（他自治体） 

協力依頼 

応援要請 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

2 

1 

2 
応援要請 1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

応援要請 2 

備
考 

避難所 
(バックアップ施設) 

 

開設要請 3 

職員派遣 

情報収集・協議調整 

職員派遣 

被災現場等 

被災者 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

避難所 
(施設管理者) 

 

災害対策本部 
（他自治体） 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

備
考 

避難所 
(バックアップ施設) 

 

職員派遣 職員派遣 

自治会・赤十字奉仕団等 

炊き出し支援 

炊き出し支援 

協力要請 

協力依頼 2 

炊き出し支援 

2-1避難者の受入・避難所運営 

2-2炊き出し活動 

社会福祉協議会 
（他自治体） 支援隊応援活動施設 

災害ボランティアセンター（後方支援） 

社会福祉協議会 
（他自治体） 

支援隊 
応援活動施設 

災害ボランティア 
センター（後方支援） 

受援本部 
（各市） 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

 

 

 

※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

■図表 5.3.1（3) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

受援本部 
（各市） 

内陸部市町 

  
都
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市
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施
設
管
理
者
・
団
体
等 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

備
考 

避難所 
(バックアップ施設) 

 

協力依頼 2 

避難所 
（施設管理者） 

輸送サービス 

連絡 1 

 
宿泊・入浴施設 
(施設管理者) 

 

支援要請 2 

避難所 
(施設管理者) 

 

入浴サービス 

連絡 1 

輸送サービス 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
 
 
市
町 

 
 
団
体
等 

 
現
場 
等 

 

備
考 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

受援本部 
（各市） 

住宅需要の把握 
設置戸数の協議 4 

災害対策本部 
（宮崎県） 

受入れ避難者の入居希望
調査支援を要請 1 

避難所 

2 
入居希望調査
を実施 

入居希望調査結果を伝達 3 

住宅提供等に関する応援
を要請（必要に応じて） 5 

災害対策本部 
（他自治体） 

用地提供を要請 5 
 

用地提供 6 
 

応急仮設住宅を建設 8 

（社団法人プレハブ建築協会） 
（社団法人宮崎県建築業協会） 

建設資材の調達 7 

避難所 

2 
入居希望調査
を実施 

入居開始 9 入居開始 9 

地域社会 
づくり支援 

10 

2-4仮設住宅の提供 

2-3入浴支援 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

 

 

 

※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

■図表 5.3.1（4) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

開設要請 

物資センター 
(高城運動公園屋内競技場) 

 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

災害対策本部 
（他自治体） 

協力依頼 

応援要請 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
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3 
応援要請 1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

応援要請 3 

備
考 

物資センター 
 (バックアップ施設) 

 

開設要請 4 

職員派遣 職員派遣 

被災現場等 

避難所 

開設要請 1 

地域内輸送拠点 
(？) 
 

広域物資輸送拠点 
(都城トラック団地協同組合) 
(九州西濃運輸㈱宮崎支店) 

物資輸送 

物資輸送 

物資 

1 開設要請 

地域内輸送拠点 
(早水公園) 

 

1 開設要請 

支援隊応援活動施設 
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

 

1 

避難所 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

給水活動要請 

浄水場 
(川東浄水場) 
(菖蒲原浄水場) 
(一万城浄水場) 

 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

応援要請 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

1 

応援要請 1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

応援要請 3 

備
考 

浄水場 
(バックアップ施設) 

 

4 

職員派遣 

避難所 

支援隊応援活動施設 
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

 

2 

避難所 
（沿岸地域避難者を受入れている避難所） 

職員派遣 

給水活動要請 

2 応援要請 

3-1-1救援物資の受入・仕分け・配送（物資センター（後方支援対応）の設置・運営） 

3-1-2救援物資の受入・仕分け・配送（給水活動） 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

 

 

 

※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

■図表 5.3.1（5) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

燃料確保要請 

提携給油所 
（民間企業） 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

応援要請 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

1 

応援要請 1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

応援要請 3 

備
考 

提携給油所 
(バックアップ施設) 

 

4 

支援隊応援活動施設 
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

 

2 燃料確保要請 給油ポイント

の連絡 

3 

給油 

※運搬はしない 

給油 ※運搬はしない 

3-1-3救援物資の受入・仕分け・配送（燃料の確保・供給活動） 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

資機材調達要請 

防災備蓄庫 
 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

災害対策本部 
（他自治体） 

協力依頼 

応援要請 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

2 

3 
応援要請 1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

応援要請 3 

備
考 

防災倉庫 
(バックアップ施設) 

 

資機材 

調達要請 

 

4 

職員派遣 職員派遣 

被災現場等 

設置要請 1 

後方支援本部[消防] 
（都城市消防局） 

職員派遣 

1 

コメリ災害対策センター 
（民間企業） 

資機材の提供 

資機材の提供 

職員派遣 

4-1救出救助・消火活動 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

 

 

 

 

※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

■図表 5.3.1（6) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

 
現
場 
等 

 

備
考 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

 

避難所・救護所 

地域災害拠点病院・DMAT医療活動拠点 
（都城市郡医師会病院） 

地区医師会、歯科医師会、日赤県市部、
薬剤師会、看護協会、医薬品卸業協会 

宿泊スペース 
（地場産業振興センター） 
（民間宿泊施設等の協力） 

厚生労働省 
（国） 

他の都道府県 
九州・山口各県 

医療救護班の派遣要請 3 

医療救護班の派遣要請 3 医療救護班の派遣要請 2 

避難所・救護所 

地区医師会 

出動要請 2 

被災地域病院等 

支援要請 
状況報告 1 

出動要請 3 

医療救護
班の派遣 

4 

※県内のみで対応が困難と 

 判断された場合 

DMATの派遣 4 

DMAT・医療救護班の派遣 
医薬品等の供給 5 

宿泊スペース
の提供要請 

5 

医療救護
班の派遣 

5 

宿泊スペースの利用 7 

宿泊スペース
のあっせん 

6 

4-2医療救護活動 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

応援要請 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

2 

応援要請 1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

応援要請 3 

備
考 

開設要請 4 

職員派遣 職員派遣 

被災現場等 

4 開設要請 3 

遺体安置所 
(都城市武道館) 

 

遺体火葬場 
(都城市斎場) 

 

遺体輸送
指示 

身元が判明して
いる遺体 

身元が不明な遺体 

遺体安置所 
(バックアップ施設) 

 

5-1遺体安置受入れ・遺体の火葬受入れ 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

 

 

 

※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

■図表 5.3.1（7) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

保健衛生活動要請 

都城保健所 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

応援要請 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

1 

1 

 
現
場 
等 

 

備
考 

避難所 支援隊応援活動施設 
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

 

2 

避難所 
（沿岸地域避難者を受入れている避難所） 

医療機関等 

医療機関 
または救護所 

感染者 感染者 感染者 

情報提供 

健康相談等 

巡回診察 巡回診察 

消毒方法 
の指示 

民間企業 

物資センター等 

消毒 

消毒 

消毒 

健康相談等 

健康相談等 

5-2防疫・保健衛生対策 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

処理能力の 

余力確認 

ゴミ焼却施設 
（都城市クリーンセンター） 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

応援要請 1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

応援要請 4 

備
考 

ゴミ処理施設 
(バックアップ施設) 

 

5 3 

2 応援要請 

一般廃棄物 

避難所（し尿） 

最終処分場 
（志和池処分場） 

廃棄物の仮置き場 

分別 

廃棄物の運搬 

可燃物 
埋立ゴミ 

し尿処理施設 
（都城市清浄館） 

し尿収集運搬企業 
（都城北諸地区清掃公社） 

受入れ要請 3 
処理能力の 

余力確認 

5-3し尿・ゴミ処理対策 

応援要請 2 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

 

 

 

 

※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

■図表 5.3.1（8) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

設置依頼 

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ（後方支援） 
（都城市社会福祉協議会） 

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 
（各市社会福祉協議会） 

派遣要請 

受援本部 
（各市） 

設置依頼 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣 

災害対策本部 
（宮崎県） 

災害対策本部 
（他自治体） 

支援要請 

支援要請 

設置依頼 

職員派遣 
派遣要請 派遣要請 

職員派遣 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援（救援対策）本部 
（宮崎県社会福祉協議会） 

支援要請 

社会福祉協議会 
（他自治体） 

職員派遣 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

1 

2 

3 

2 

3 

4 

2 

支援要請 2 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

1 

4 

支援要請 3 

職員派遣 
職員派遣 
情報提供 

職員派遣 
情報提供 

備
考 

活動拠点 活動拠点・被災現場等 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

開設要請 

支援隊応援活動施設 
(施設管理者) 

 

受援本部 
（各市） 

災害対策本部 
（宮崎県） 

災害対策本部 
（他自治体） 

応援要請 

応援要請 

内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

2 

1 

2 
応援要請 1 

 
現
場 
等 

災害対策本部 
（各市町） 

 

応援要請 2 

備
考 

活動拠点 活動拠点・被災現場等 

支援隊応援活動施設 
(バックアップ施設) 

 

開設要請 3 

人員派遣 

人員派遣 

人員派遣 職員派遣 

情報収集・協議調整 

職員派遣 

人員派遣 

6-1ボランティアの受入・活動支援 

6-2支援隊の受入・活動支援 
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※図中の番号は初動時の要請等の流れの目安。 

■図表 5.3.1（9) 広域連携活動の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 

宮崎県南部地域大規模災害対策連携推進協議会 協議会以外 

の自治体 内陸部市町 

  
都
府 
県 

 
 
市
町 

 
施
設
管
理
者
・
団
体
等 

 
現
場 
等 

 

備
考 

6-3広域応援部隊（消防）の受入・活動支援 

後方支援活動対策本部 
（都城市） 

開設指示 

進出拠点（都城市公設地方卸売市場） 
（施設管理者） 

 

災害対策本部 
（宮崎県） 

開設・支援要請 

2 

1 
災害対策本部 
（各市町） 

支援要請 2 

活動拠点・被災現場等 

人員派遣 職員派遣 

職員派遣 

災害対策本部 
（他自治体） 

広域応援部隊 
(消防) 

 

広域応援部隊 
(消防) 

 

調整所（北消防署） 

拠点対応要員派遣 

3 
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５．４ 広域連携活動に関する推進施策・事業 

５．４．１ 取組みの方針 

 これまでに検討した広域連携活動を効果的に実施するため、その取組みに当たっての方針を次のと

おり設定した。 

 なお、広域連携活動は、行政と企業が一体となって取り組むことが必要であり、支援活動に対して

支援機能を保有していると考えられる企業等と連携し、活動体制の強化を図ることが有効である。 

 また、企業のみならず、自主防災組織、市民団体、経済団体が基礎となり、人材、場所、スキル等

の特性に応じた活動を行うことが期待されるが、自らが被災していないことを前提として、大規模

災害時における支援活動においても効果的に活用できるものと考えられる。 

■広域連携活動に関する取組みの方針 

○関係市町全体による相互協力により、宮崎県南部地域の総合的な防災力向上を図る。 

○宮崎県市町村防災相互応援協定等を踏まえ計画・要領を作成するとともに、相互協力に基づく

平常時からの取組みを推進し、実行力のある相互協力体制を構築する。 

○相互応援協定に基づく計画・要領に基づき、必要となる施設整備やソフト施策の実現に向けて、

関係市町による積極的な企画・提案・要望活動を行う。 
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４．災害時広域連携計画の検討 

５．４．２ 検討課題と今後の推進施策・事業 

 取組みの方針に基づく検討課題、課題解消のための施策・事業は、次に示すとおりである。 

■図表 5.4.1 広域連携活動に当たっての検討課題と推進施策・事業 

 

 

 

 

 

 

■検討課題 

 

■課題解決のための推進施策・事業 

（課題１） 
○関係市町における各種リソース情報の整備と
関係市町間での共有化 

・各種リソース情報の陳腐化を防ぐ 
・様相の異なる災害対応等に必要なリソース情
報の整備 
・関係市町で共通のプラットフォームが必要 

（課題２） 
○支援活動機能別の活動事務、手順、手続き
の精査、検討 

・関係市町地域防災計画との整合を図る 
・自市町の災害対策体制を踏まえた事務分掌
の見直し 

（課題４） 
○国・県、企業・市民等との連携上の問題点の
確認と対応策の検討 

・効果的に広域連携を実施するため計画を周知 
・連携を想定した訓練の実施と計画への反映 
・企業、市民等との協力関係の構築（協定等） 

（課題３） 
○受援側における支援必要量の算定と支援側
市町の支援可能量の精査 

・支援に係る需給バランスを踏まえた計画の更
新・修正 
・不足するリソースの対応方策（整備・調達等） 

（施策１）情報の整理・仕組みの整備と共有化 
○関係市町における地域防災計画関連資料・
データの整備・充実 

○関係市町間における資料・データの共有化の
ための仕組みの構築 

（施策３）実施要領に基づく協力体制の強化
（必要な提案と要望） 

○防災訓練、研修・交流会、専門部会・幹事
会・協議会、人事交流等の実施・定例化 

○実施要領の継続的見直しと各種計画・様式
等の更新・共有化（標準化） 

○効果的支援に必要な施設整備等の検討及
び提案・周知・要望活動の実施 

■推進施策・事業の展開の考え方 

○平成 27年度（今年度）を初年度として、平成 31年度までの 5 ヵ年で施策・事業を計画・展開する。 

○施策・事業の内容等については、専門部会及び幹事会において調査・研究を行い、協議会において協

議・決定する。 

○各種データ及び計画等は、訓練や検討を踏まえて継続的に更新・修正することを前提とする。 

（施策２）計画の検証（訓練の実施等）と実施要
領（より具体的で共通された手順）の作成 

○機能別検討チームによる計画の具体的な検
討・検証 

○自治体防災訓練、合同防災訓練の実施及
び訓練に基づく計画等の精査 

○業務継続計画の策定による支援可能ポテン
シャルの精査 

○上記に基づく後方支援及び広域連携に係る
実施要領（より具体的な手順等）の策定 

○上記の計画・要領等に基づく受援計画の策
定、地域防災計画への位置づけ 
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５．４．３ 推進・展開プログラム 

 平成 31年度までの５ヵ年における推進施策・事業の推進・展開プログラムは、次に示すとおりであ

る。 

■図表 5.4.2 広域連携活動に関する取組みの推進・展開プログラム 
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